宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業のご案内




令和8年１月より、在宅で人工呼吸器を使用している方へ、災害等による停電時にも生命を維持するうえで必要となる電源を確保するため、非常用電源の購入費の一部を助成します。
1、 [bookmark: _GoBack]対象となる方　※（１）（２）（３）の全てに該当する方
（1） 宇美町に居住し、住民登録がある方
（2） 在宅で人工呼吸器を使用している方（下記（ア）（イ）のどちらかに該当する方）
（ア）TPPV（気管切開下陽圧換気）により人工呼吸器を使用している方
（イ）常時、NPPV（非侵襲的陽圧換気）等により人工呼吸器を使用して
いる方
　　　　※医療機関等に入院中の方及び障がい者施設や高齢者施設等に入所中の方は対象外です。※18歳以上の場合は、対象者又は配偶者の市町村民税所得割が46万円以上のときは
           対象外です。　
　（３）対象となる用品と同程度の性能を有する用品を所持していない方
　　　　※自費購入等で既に同程度の性能を有する用品を所持している場合は、耐用年数を経過していれば申請することができます。
※本事業の助成後、耐用年数を経過した場合は、再度申請することができます。
2、 対象となる用品、性能、助成基準額等　※いずれか1つの用品のみ助成対象となります。
	種目
	性能要件
	耐用年数
	助成基準額

	正弦波インバーター発電機
	ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの。
	15年
	130,000円

	蓄電池
（ポータブル電源）
	蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもので、かつ、人工呼吸器等の72時間の電源確保が可能となるもの。
	 6年
	130,000円


【注意事項】
1 疑似正弦波（矩形波、補正正弦波）の製品は、助成対象外。
2 日本語の取扱説明書が添付されている製品であること。
3 用品の維持に要する経費（ガソリン、カセットガス、エンジンオイル等の購入費や点検・整備等の費用）は、助成対象外。
4 付属品については、その付属品がないと当該用品が機能しない場合のみ助成対象とする。
3、 自己負担額
助成基準額の1割（生活保護受給者・市町村民税非課税世帯は負担額が0円）
※購入額が助成基準額を上回る場合、差額は自己負担となります。
　例）150,000円の発電機を購入した場合
　　　・自己負担額：33,000円
（13,000円（基準額の1割）＋20,000円（購入金額と基準額の差額）
　　　・町助成額：117,000円

4、 申請の流れ　※町の助成決定前に購入した用品は、助成対象となりませんのでご注意ください。
（1） 申請書と用品の見積書を宇美町役場福祉課へ提出。
　　
（2） 申請内容を審査後、宇美町役場福祉課より交付決定通知を送付。

（3） 対象の用品を購入。（一旦、全額お支払いください。）
※必ず、見積りを取った販売店で、見積りどおりの用品を購入してください。
用品や購入金額、販売店に変更が有る場合は、購入前に変更届が必要です。

（4） 請求書と領収書を宇美町役場福祉課へ提出。

（5） 審査後、助成金を振り込みます。

5、 申請書類
（1） 宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付申請書（様式第1号）
※申請書は町ホームページ、役場窓口にて配布しています。
（2） 購入を希望する用品の見積書
（3） 用品のカタログ、チラシ等、用品の概要が分かる資料
（4） 人工呼吸器の使用状況が分かる書類（コピー可）
・特定医療費（指定難病）受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証
・訪問看護指示書
・医師の診断書　等
（5） 申請者の本人確認書類（マイナンバーカード、身体障害者手帳等）
（6） 来庁者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

【お問い合わせ・申請先】
宇美町役場 福祉課 障がい者支援係（⑤番窓口）
〒811-2192　福岡県糟屋郡宇美町宇美５丁目１番１号
TEL 092-934-2278（直通）　FAX 092-933-7512

